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クイックレスポンス(即日回答)ガイドライン 

１ 実施の背景 

 

 公共事業の円滑な執行をはかるため監督員は、静岡市建設工事執行規則や静岡市

建設工事監督規程に基づき事務を遂行している。 

その中で、受注者から挙げられた諸問題に対し、指示等が迅速に行われないこと

による、社会的影響や受注者の負担を軽減し、効率的な監督業務を行うためにも、

組織として迅速に対応することが重要である。このため本市では、すべての建設工

事を対象に受注者からの発議に対し即日回答する「クイックレスポンス」の取組み

を実施する。 

 

◆実施のねらい 

 

 品質確保への取組みの強化 

  工事現場において、発注段階では予見が不可能であった諸問題が発生した場合、

発注者の意思決定に不測の時間を費やす場合があるため、稼働工期が短くなるな

ど、工事目的物等の品質が確保されないケースが発生している。 

そのため、発注者は｢クイックレスポンス｣の実施等、問題解決のための迅速な

対応を図ることが求められている。 

 

 工事の効率化 

『良いものを、早く、安全に、適正な価格で市民に提供すること』は、公共事

業の受注者、発注者に課せられた使命であり、個々の公共工事の現場において、

『速やかに工事を完成させる』ことは、受注者、発注者それぞれにメリットがあ

り、かつ誰でも取り組むことができる共通目標のひとつである。 

     また、「クイックレスポンス」の取組みにより、受発注者間のみならず必要に

応じて設計を担当したコンサルタント等を参画させる「建設工事監理調整会議」

を設置し、施工段階で発生する諸問題に対して迅速に対応していくことが不可欠

である。他ガイドラインとの関連は、ガイドライン相関図（5 ページ）を参照さ

れたい。 

 

現場で発生した諸問題 

 

 

 

職場内での迅速な意見交換                相談内容の資料作成 

24 時間以内に回答する。 

（即日回答が不可能な場合には、その旨の連絡をする。） 

Shizuoka 

発注者 受注者 
請求 

回答 
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クイックレスポンス(即日回答)ガイドライン 

２ 実施の方法 

 
  監督員は、受注者の発議に対して｢速やかに回答」するため、次のように実施する。 

 受注者は、請求書【様式１】に必要事項を記載し監督員に提出する。この際、必

ず発議年月日及び回答希望日を記載すること。 
 

 監督員は、請求内容及び回答希望日を確認し書類を受理した後に、回答やその

予定日等について書面【様式２】をもって速やかに回答をする。 

 

 監督員は、回答希望日までに回答が困難な場合については、受注者と工程に与え

る影響を打ち合わせるとともに、困難な理由及び工程に与える影響を主管の長に

報告する。また、受注者に対しては、その理由を添えて新たな回答予定日を速や

かに書面により回答【様式２】しなければならない。 

 

 

◆クイックレスポンス実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Shizuoka 

受 注 者

現場にて施工上の問題点を確認 

受 注 者 

請求書【様式１】の提出 

発注者(各工事監督員)

回答日、回答内容を検討 

発注者(各工事監督員) 

回答日・協議日を回答書【様式 2】にて回答

請求書により提示された、検討項目で即日回答が可能

であれば、指示意見より指示をする。 

発注者(各工事監督員) 

検討結果を回答書【様式２】にて回答 

必要に応じて変更設計指示書により指示 

請求書により提示された、検討項目について解決策の提示

までに時間を要する場合には、回答書【様式 2】により、

回答日や協議が必要な場合には協議日等を回答する。 

発注者(各工事監督員)

協議・検討 

発注者(各工事監督員) 

変更設計指示書により指示 

クイックレスポンス(即日回答)を実施する範囲
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クイックレスポンス(即日回答)ガイドライン 

３ 特記仕様書の記載 

 
クイックレスポンスは、工事施工中に発生する諸問題への迅速な対応により、効

率的な監督業務を行うため、静岡市の発注するすべての建設工事を対象とした取組

である。その際、受注者からの発議によって、速やかに請求書が提出される必要が

あることから、特記仕様書により明確に示す必要がある。ただし、土木工事共通仕

様書に準じて施工する工事については、「共通仕様書」に記載しているため、添付の

必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shizuoka 

（特記仕様書記載例） 

第○条 工事施工中に発生する諸問題への迅速な対応により、効率的な監督業

務を行うため、静岡市の発注するすべての建設工事は「静岡市クイックレス

ポンスガイドライン」に従い実施しなければならない。 

 

２ クイックレスポンスは、問題が発生した場合、受注者からの発議によって

速やかに請求書が提出される必要があることから、受注者、発注者それぞれ

が努力し、円滑な工事の遂行に向け業務に当らなければならない。 

 

３ 書面は、「静岡市クイックレスポンスガイドライン」により定める。 

 

４ 受注者は、計画工程表の提出に当たり、監督員が作業間の関連や工事の進

捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と打合せを行うこと。 
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クイックレスポンス(即日回答)ガイドライン 

４ その他 

 
 

 今後、一層の効率的かつ効果的な実施方策の検討に資するよう、効果及び課題

の把握等を行うものとする。 

 

 監督員とは、｢静岡市建設工事監督員規程｣によって定められた、体制・権限の

分担によって業務を遂行するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附則 

 

 １．このガイドラインは、平成 20 年８月 1 日から適用する。 

２．このガイドラインは、平成 24 年 4 月 1 日から適用する。 

Shizuoka 

※クイックレスポンスとは、問題解決に対する発注者の対応によって生じる市民

や受注者の損害、工事目的物の品質の低下等をなくすための取組みである。 

現場における問題発生やその事実確認及び内容の如何によっては、即日対応が困

難な場合もあることから、「クイックレスポンス」とは、これらすべてを即日対

応とすることを求めているのではない。 

予算、工法、関係機関との協議など、検討に要する時間を踏まえ、発注者自ら定

めた回答期限を受注者にも通知し、明確にすることにより、迅速に問題の解決を

図ろうとする組織的な取組である。 
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ガイドライン相関図

受注者

静岡市建設工事請負契約約款 （条件変更）第18条第1項
受注者は、建設工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは直ちにその旨を監督員に通知し、その確

認を請求しなければならない。

(1) 設計図書が相互に一致しないこと（設計図書に優先順位が定められている場合を除く。）。

(2) 設計図書に誤り又は漏れがあること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が

一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

下記の一つに該当する事実を発見

通知し、確認を請求
発注者：調査の実施

受注者：立会

調査結果の取りまとめ 通知(指示）の受理

概算金額、延長必要日数等の算出

建設工事監理調整会議の

開催を要請

監理調整会議

・設計変更の内容を確定

・設計図書の修正行う者（修正者）の決定

・費用を負担する者（負担者）の決定

A：瑕疵担保期間

B：瑕疵担保期間以降

調整会議出席費用の支払い

訂正

施工上の問題点を確認

請求書（【様式1】）の提出

・発議年月日

・回答希望日

請求書の受理

回答日、内容の検討

24時間以内の回答（【様式2】）

受理

請求事項の協議・検討

発注者コンサルタント

監理調整会議の

開催時期の検討･調整

設計図書の訂正、指示又は変更

受注者の作成提出した

質問書等に回答
設計の見直しが

必要な場合

協議結果のまとめ「報告書」作成

①ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの責によるもの

②受注者が実施すべきもの

③発注者が実施すべきもの

・設計図書の変更

・打合せ費用を設計計上

通知・指示

原則14日以内

施工

③①

詳細設計担当コンサルタントへ

通知（ 様式1  ）

※瑕疵担保期間は原則3年、故意又は,
重大な瑕疵があった場合は10年

施工

・修正要請（ 様式2  ）
・補修の請求（契約約款）

協議

建
設
工
事
監
理
調
整
会
議
設
置

ク
イ
ッ
ク
レ
ス
ポ
ン
ス

設
計
図
書
の
照
査

第18条第2項

第18条第3項

第18条第4項

必要があると認められるときは、

設計図書の訂正又は変更
設計図書の訂正、指示

※コンサルタントとは、「その設計を

担当したコンサルタント等」をいう。

契約の変更が

必要な場合

②

施工※即日回答が困難な場合は、

その旨と回答日を回答する。

・契約変更【打合せ費用を設計計上】

・修正設計業務の発注

調整会議出席

費用の支払い

B

A
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クイックレスポンス(即日回答)ガイドライン 

【様式１】 

平成  年  月  日 

（宛先）静岡市長 

 

住 所              

受注者 名 称              

氏 名              

 

請 求 書 

 

 静岡市クイックレスポンスガイドラインに従い、下記事項について請求します。 

 

記 

 

１ 工事名    平成  年度    第  号 

                                工事 

 

２ 請求事項 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

３ 発議年月日  平成  年  月  日 

 

４ 回答希望日  平成  年  月  日 

 

５ 現場代理人    氏   名   

 

決  済 平成 年 月 日

総 括

監督員

主 任

監督員

担 当 

監督員 

受付印    
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クイックレスポンス(即日回答)ガイドライン 

【様式２】 

第     号 

平成  年  月  日 

 

受注者          様 

 

静岡市長  氏   名    □印  

（○○局○○部○○課）   

 

回 答 書 

 

静岡市クイックレスポンスガイドラインに従い、下記事項について回答(通知・承諾)します。 

 

記 

 

１ 工事名    平成  年度    第  号 

                                工事 

 

２ 回答（通知・承諾）事項 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

３ 回答年月日  平成  年  月  日 

 

４ 総括監督員    氏   名   
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クイックレスポンス(即日回答)ガイドライン 

【様式３】 

 

協   議   書 

 

  １ 工 事 名   平成  年度    第  号 

                                      工事 

 

２ 協議の内容 

 

静岡市建設工事請負契約約款第   条第  項の規定により、 

について次のように受注者、発注者協議した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成    年    月    日 

 

発注者  静岡市長   氏    名   □印 

 

 

                    住 所  

受注者 名 称  

    氏 名                
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